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この福祉ガイドは、2023年９月15日につくられました。
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令和５年４月時点の情報も掲載しているため、今後、制度や機構などが一部変更
になる場合もありますので、くわしくはかならず担当課にご確認くださいます
ようお願いいたします。
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療育手帳を持っていることで
受けられる制度やサービスがあります。
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せいど

てちょう も

う

このガイドは、療育手帳をお持ちの、知的障がいのある方が利用できる制度をかんたんに紹介し
たものです。このガイドを活用することで、知的障がいのある方と、そのご家族がひつようとする
たくさんの制度を利用していただけることを期待しています。
わかりにくいところがありましたら、お気軽に担当課へおたずねください。
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かつよう かぞく

きたい

きがる たんとうか

せいど りよう

ちてき しょう かた

りよう せいど しょうかいしょうりょういく てちょう も

かてちょうへいせい ねんど

※平成28年度から手帳のデザインが変わりました。

ちてき しょう ちょうさかた

～知的障がいがある方のアンケート調査～～知的障がいがある方のアンケート調査～《札幌市からのお知らせ》
さっぽろし し

さっぽろし ちてき しゃ みまも じぎょうちてき しょう しょうかた

ちてきみまもかいねん しょう かた かくにん ちょうさ

ちいき あんしん せいかつ

札幌市では、知的障がいのある方が地域で安心して生活できるようにするため、知的障がい者見守り事業
をおこなっており、年に１回、見守りがひつような知的障がいがある方を確認するためのアンケート調査を
おこなっています。

調査の対象となる方には、９月中旬以降にアンケートをお送りしますので、アンケートが届きましたら、質問
に回答し、同封されている返信用封筒でお住まいの区の区役所に送り返してください。
また、障がい者交通費助成や障がい福祉サービスを受けたいとお考えの方はお住まいの区の区役所に
ご相談ください。
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● 生活保護を受けていない方
● 介護保険の認定を受けていない方

せいかつ

かいご ほけん にんてい う かた

ほご う かた

● ４月１日の時点で18歳以上であり、療育手帳を持っている方
● 障がい者交通費助成を受けていない方
● 障がい福祉サービスを受けていない方

しょう しゃ こうつうひ じょせい う かた

しょう ふくし う かた

がつ にち じてん さい いじょう りょういくてちょう も かた

【次のすべてに当てはまる方がアンケート調査の対象となります】
つぎ あ かた ちょうさ たいしょう

平成20年5月22日
平成25年5月

療育手帳の「判定の記録」のページにある「次の判定年月」
に更新手続きをしてください。更新手続きのしかたは、ガイド
２ページの「療育手帳の手続きのしかた」と同じです。
なお、「次の判定年月」が「特に定めない」とあれば更新手続き
はひつようありませんが、状況が変わった場合などには再び
判定を受けることができます。
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りょういくてちょう てつづ おな
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こうしん てつづ

てちょう はんてい きろく つぎ はんてい ねんげつ

すぐに、お住まいの区の保健福祉課まで届け出て
ください（うら表紙に一覧があります）。

びょうし いちらん

す く ほけん ふくしか とど で

令和４年４月１日
特に定めない

札幌市障がい者更生相談所

平成29年5月22日
令和４年４月

みほんはんてい きろく

「判定の記録」のページ見本↑

りょういく てちょう てつづこうしんりょういく てちょう てつづこうしん

療育手帳の更新手続きについて療育手帳の更新手続きについて
わすれ

　　　ないで！

手帳の中に書かれている
「住所」「氏名」が変わったときは…
手帳の中に書かれている
「住所」「氏名」が変わったときは…
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じぶん くぶん かくにん

◎自分の区分を確認しましょう！

療育手帳には、知的障がいの程度によって　　、　　、　　の「3つの区分」があります。区分によって、
受けられる制度やサービスが変わりますので注意しましょう。また、札幌市以外の療育手帳をお持ちの方
は、区分のあらわし方がちがう場合がありますので、その手帳を発行
した市町村までお問合せください。
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いがい てちょう も かた

かた ばあい てちょうくぶん

りょういくか ちゅうい

てちょう ちてき しょう

療育手帳の「判定の記録」のページにある区分のうち、「判定年月日」
がいちばんあたらしいものが、あなたの区分です。
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きろく くぶん はんてい ねんがっぴ
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みほんはんてい きろく

「判定の記録」のページ見本→

りょういく てちょう くぶん

療育手帳の「3つの区分」について

《このガイドのマークのみかた》
（例）

れい

療育手帳の区分をあらわしています。
りょういく てちょう くぶん

ひだり りょういく

じょうけん りよう

くぶん りよう

てちょう くぶん

せいど りよう
左のマークは療育手帳の「3つの区分」をあらわしています。
○…「この制度やサービスを利用できます」
△…「条件によっては利用できないことがあります」
×…「この区分では利用できません」

A ○ △ ×B B-

令和４年４月１日
特に定めない

札幌市障がい者更生相談所

平成29年5月22日
令和４年４月
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じぜん もうしこよやく ちてき しょう はんてい きかん はんてい うい

①事前に予約申込みをして、知的障がいの判定機関に行き、判定を受けてください。
さい かたみまん

18歳未満の方
さい かたいじょう

18歳以上の方

さっぽろし じどう そうだんしょ

札幌市児童相談所
はんてい きかん

判定機関

さっぽろし じどう そうだんしょ

札幌市児童相談所
よやく もうしこ

予約申込み
ちゅうおうく さっぽろし じどう ふくし そうごう ないきた じょう ちょうめにし

中央区北7条西26丁目札幌市児童福祉総合センター内

622-8630でんわ

はんてい きかん

判定機関
さっぽろし こうせいしゃ そうだんしょしょう

札幌市障がい者更生相談所

す ほけん ふくしかく

お住まいの区の保健福祉課
す ほけん ふくしかく

お住まいの区の保健福祉課

よやく もうしこ

予約申込み
す ほけん ふくしかく

お住まいの区の保健福祉課

はんていしょ ちょくせつ そうふく②判定書が直接区に送付されます。
③区の担当者から連絡がきたら、顔
写真を持ってお住まいの区の保健
福祉課で手続きをします。

く れんらく かおたんとうしゃ

もしゃしん

ふくしか てつづ

すす く ほけん

かおじゃしん

【顔写真について】
み ねん いない さつえい まい ようい
サイズは、たて4センチ、よこ3センチです。ぼうし・サングラスなどは
身につけないで、1年以内に撮影したものを1枚用意してください。

判定書
はんてい

しょ

りょういくてちょう てつづ

療育手帳の手続きのしかた

しんせい どうじ よやく もうしこてつづ

申請手続きと同時に予約申込みをします
しんせい てつづどうじ くはんてい

判定と同時に区への申請手続きができます

ときかおじゃしん さいこうふしんき

※顔写真は新規と再交付の時のみ。

はんていしょ ちょくせつ そうふく②判定書が直接区に送付されます。
③区の担当者から連絡がきたら、顔写真を持って
お住まいの区の保健福祉課で手続きをします。

く れんらく かおしゃしんたんとうしゃ も

ふくしか てつづす く ほけん

判定書
はんてい

しょ

ときかおじゃしん さいこうふしんき

※顔写真は新規と再交付の時のみ。

びょうし いちらん

（うら表紙に一覧があります。）
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